
 

 四日市市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  平成２７年  ３月２０日  

                                            四日市市長  田中  俊行  

 

四日市市規則第１０号  

四日市市公印規則の一部を改正する規則 

 四日市市公印規則（昭和３４年四日市市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後  

別表（第４条関係） 

種

類 

名称 寸法

ミリ

メー

トル 

ひな形 

（別

掲） 

書体 使用区分 公印管守課 個

数 

（略） 

 四日市市印 （略） １の６ れい

書 

（略） 

（略） 

削除 １の９  

 四日市市之

印 

（略） １の１

０ 

れい

書 

（略） 

（略） 

削除 ８の２  

（略） 

 国民年金専

用四日市市

長印 

（略） ２ ５ の

３ 

（ 略

） 

保 険 年 金 課 に お

い て 市 長 名 を も

っ て す る 国 民 年

金 免 除 申 請 に 関

す る 文 書 、 資 格

異 動 報 告 に 関 す

る 文 書 及 び 国 民

（略） 



 

年 金 給 付 に 関 す

る文書 

（略） 

削除 ２７の

４ 

 

（略） 

削除 ３２の

３ 

 

 人事専用総

務部長印 

（略） ３２の

４ 

（略） 

 

 

四日市市危

機管理監印 

方１

８ 

３２の

５ 

〃 危機管理監名を

もってする文書 

危機管理室 １ 

削除 ３３ （略） 

（略） 

 社会福祉事

務所長印 

（略） ３ ４ の

２ 

（略

） 

障 害 福 祉 課 に お

い て 社 会 福 祉 事

務 所 長 名 を も っ

て す る 身 体 障 害

者 手 帳 及 び 療 養

手 帳 の 訂 正 並 び

に 有 料 道 路 障 害

者 割 引 制 度 に 係

る証明 

（略） 

（略） 

削除 ４６  

（略） 
  



 

 

改正前  

別表（第４条関係） 

種

類 

名称 寸法

ミリ

メー

トル 

ひな形 

（別

掲） 

書体 使用区分 公印管守課 個

数 

（略） 

 四日市市印 （略） １の６ 〃 （略） 

（略） 

 四日市市印 縦４ 

横 １

４ 

１の９ れ い

書 

楠 総 合 支 所 に お

い て 市 名 を も っ

てする文書 

楠総合支所 １ 

 四日市市之

印 

（略） １の１

０ 

〃 （略） 

（略） 

 楠総合支所

印 

方 ２

１ 

８の２ 〃 楠 総 合 支 所 名 を

もってする文書 

楠総合支所 １ 

（略） 

 国民年金専

用四日市市

長印 

（略） ２ ５ の

３ 

（ 略

） 

保 険 年 金 課 に お

い て 市 長 名 を も

っ て す る 国 民 年

金 免 除 申 請 に 関

す る 文 書 並 び に

国 民 年 金 裁 定 書

等 の 進 達 及 び 資

格 異 動 報 告 に 関

する文書 

（略） 

（略） 

 楠総合支所

専用四日市

方 ２

１ 

２ ７ の

４ 

〃 楠 総 合 支 所 に お

い て 市 長 名 を も

楠総合支所 １ 



 

市長印 っ て す る 一 般 文

書 

（略） 

 楠総合支所

長印 

方 １

８ 

３ ２ の

３ 

〃 楠 総 合 支 所 長 名

を も っ て す る 文

書 

楠総合支所 １ 

 人事専用総

務部長印 

（略） ３２の

４ 

（略） 

削除 ３３ （略） 

（略） 

 社会福祉事

務所長印 

（略） ３ ４ の

２ 

（略

） 

障 害 福 祉 課 に お

い て 社 会 福 祉 事

務 所 長 名 を も っ

て す る 身 体 障 害

者 手 帳 及 び 療 養

手帳の訂正 

（略） 

（略） 

 自動車整備

管理者印 

方２

１ 

４６ 〃 自 動 車 整 備 命

令 、 そ の 他 車 両

関係文書 

管財課 

（略） 
  

 

改正後  

別掲 

１から１の８まで （略） 

１の９ 

削除 

１の１０から８まで （略） 

８の２ 

削除 

９から２７の３まで （略） 



 

２７の４ 

削除 

２７の５から３２の２まで （略） 

 

３２の３ ３２の４ ３２の５ ３３ 

削除 

 

 削除 

３３の２から４５の４まで（略） 

４６ 

削除 

４７から６５まで（略） 

 

 

 

改正前  

別掲 

１から１の８まで （略） 

１の９ 

 

１の１０から８まで （略） 

８の２ 

 

９から２７の３まで （略） 

２７の４ 

 

２７の５から３２の２まで （略） 

四

日

市

市 
危

機

監 
理

監

印 



 

３２の３ ３２の４ ３３ 

  

削除 

３３の２から４５の４まで（略） 

４６ 

 

４７から６５まで（略） 

 

 

 附  則  

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

（総務部総務課） 


